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診療所開設届受理時における確認事項の徹底等について（通知）

　先般、額田郡幸田町内及び岡崎市内の診療所において、無資格者が許可を受けずに医療機関を開設していたとして医療法違反で逮捕される事例がありました。
　つきましては、このような名義貸し等による不適切な診療所の開設等を防止するため、開設届受付時及び立入検査において、別紙のとおり確認等をお願いします。
担　当　医務国保課医療指導グループ

電　話　052-954-6275(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

ファックス　052-954-6918
別紙
診療所の開設者の確認等について

（名義借りにより無資格者が診療所を開設することを防止するために）
１　開設届受理時の確認事項
　(1)　個人開設診療所の場合

　　①　開設者の医師免許証（透かし有）の原本確認
　　　　後日になっても必ず確認すること。（持参しない場合は、保健所が確認に行ってください。）

　　②　届出者が開設者本人の場合、医師本人であることの確認（口頭）

　　　　届出者が代理者である場合、その者の身分を明らかにさせること。（名刺等）

　　③　開設者本人が診療所の管理を行うという意思確認
　　④　開設者に開設届記載事項以外の勤務施設がないか口頭確認
　他医療施設勤務が疑われる場合は、後日でいいので、県WEB掲載の診療所名簿及びインターネット上で開設者氏名を検索し、疑わしい情報を見つけたら、開設者に掲載施設に確認する旨を連絡した後、掲載施設に勤務状況を確認すること。

　　⑤　診療所施設が賃貸物件の場合、借主が開設者本人であることを確認

　　　　なお、同一場所において開設者が短期間に何度か変わっているような場合は、その理由を聴取すること。
※ ③④について、届出者が代理人であるときは代理人に確認し、後日の立入検査時等に開設者本人にも再確認すること。
　(2)　法人開設診療所の場合

　　　(1)①③④について、「開設者」を「管理者」と読み替えて確認
２　医療法第25条第1項に基づく立入検査

(1)　時期

開設後できるだけ早い時期に実施すること。

(2)　内容

　　開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営利を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該開設者が個人であるか医療法人であるかを問わず、開設者始め医療機関職員の勤務状況や雇用関係書類（給与支払明細、社会保険、雇用保険の届出書類等）等を確認し、実態面での検査を行うこと。
（疑義が解消されない場合、その場は事実確認で留め、医務国保課へ報告すること。）
(3)　無資格者による医療行為が判明した場合
直ちに中止させるとともに、医務国保課へ報告すること。
